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   開     議 

 

 

○町田義昭議長 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、矢久保浩消防主幹から、本日の会議を

欠席させてほしい旨の申し出があり、許可いた

しました。 

 また、山形新聞社記者より、今定例会中のパ

ソコン、カメラ、録音機の使用について申請が

あり、許可いたしましたので、ご報告いたしま

す。 

 ここで本日の本会議運営について、議会運営

委員会の報告を求めます。 

 髙橋孝夫議会運営委員長。 

  （髙橋孝夫議会運営委員長登壇） 

○髙橋孝夫議会運営委員長 おはようございます。 

 議会運営委員会を代表いたしまして、去る２

日の委員会において決定をした本日の本会議運

営についてご報告いたします。 

 本日の会議は、まず日程第１、会議録署名議

員の指名について、会議規則第81条の規定に基

づき、会議録署名議員を議長から指名していた

だきます。 

 次に、日程第２、会期の決定について、議会

運営委員会報告の後、今定例会の会期及び会議

日程等について表決を行っていただきます。表

決の方法につきましては、簡易採決を予定をし

ております。 

 次に、日程第３、報告第２号 平成21年度長

井市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いての１件について、市長から報告を受けます。 

 次に、日程第４、報告第３号 専決処分の承

認を求めることについて（平成22年度長井市老

人保健医療費給付事業特別会計補正予算第１

号）の１件について、市長の提案説明を受け、

質疑、討論、表決を行います。表決の方法につ

きましては、起立採決を予定しております。 

 次に、日程第５、議案第45号 市道路線の認

定についてから日程第14、議案第54号 平成22

年度長井市農業集落排水事業特別会計補正予算

第１号までの10件を一括議題といたしまして、

市長の提案説明を受けた後、上程をされました

案件10件について、１件ずつ質疑を行い、一般

議案８件につきましては、別紙付託表のとおり、

所管する委員会に付託をして審査をしていただ

きます。予算案２件につきましては、予算特別

委員会を設置し、付託の上審査をしていただき

ます。 

 次に、日程第15、請願第３号 義務教育費国

庫負担制度拡充、30人以下学級実現、教員賃金

改善、に係る意見書提出方請願及び日程第16、

請願第４号 米価下落歯止めと米備蓄体制にか

かる請願の請願２件につきましては、別紙付託

表のとおり、関係する常任委員会に付託をして

審査をしていただきます。 

 以上報告といたします。 

○町田義昭議長 本日の会議は、ただいまの議会

運営委員長報告のとおり、配付しております議

事日程第１号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○町田義昭議長 日程第１、会議録署名議員の指

名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 11番 大 沼   久 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 
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 日程第２ 会期の決定 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 ここで、今定例会の会期及び会議日程等につ

いて、議会運営委員会の報告を求めます。 

 髙橋孝夫議会運営委員長。 

  （髙橋孝夫議会運営委員長登壇） 

○髙橋孝夫議会運営委員長 議会運営委員会を代

表いたしまして、去る２日の委員会において決

定した今定例会の会期及び会議日程等について

ご報告いたします。 

 会期につきましては、お手元に配付をしてお

ります平成22年第３回市議会定例会会議日程表

のとおり、本日６月４日から６月25日までの22

日間といたします。 

 市政一般に関する質問につきましては、議事

日程第２号、第３号のとおり、６月10日、11日

の２日間とし、このたびの質問者は８名の予定

ですので、第１日目５名、第２日目３名といた

します。一般質問発言通告は、質問内容、答弁

者を具体的に記載の上、本日執務時間内に提出

をお願いいたします。 

 各常任委員会、特別委員会の日程につきまし

ては日程表のとおりでありますが、本日の本会

議終了後に予算特別委員会の正副委員長の互選

をお願いいたします。 

 予算総括質疑発言通告の締め切りは６月17日、

討論発言通告の締め切りは６月22日といたしま

す。 

 なお、最終日、６月25日本会議前に議会運営

委員会を開催させていただきます。 

 以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、報告といたします。 

○町田義昭議長 お諮りいたします。今定例会の

会期は、ただいま議会運営委員長より報告のあ

りましたとおり、本日から25日までの22日間と

決定し、会議日程につきましては、お手元に配

付してあります平成22年第３回市議会定例会会

議日程表のとおり決するにご異議ございません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 報告第２号 平成２１年 

 度長井市一般会計繰越明許費繰越計 

 算書の報告について 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第３、報告第２

号 平成21年度長井市一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告についての１件を議題といたしま

す。 

 報告を受けることといたします。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 報告第２号 平成21年度長井市

一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

ご説明申し上げます。 

 本案は、３月定例会において議決をいただき

ました補正予算の繰越明許費に係る経費につき

まして、繰越計算書のとおり繰り越しをいたし

ましたので、地方自治法施行令第146条第２項

の規定により、ご報告申し上げるものでござい

ます。 

○町田義昭議長 報告が終わりました。 

 ただいまの報告に対し、ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、これで報告を

終わります。 
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 日程第４ 報告第３号 専決処分の 

 承認を求めることについて（平成２ 

 ２年度長井市老人保健医療費給付事 

 業特別会計補正予算第１号） 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第４、報告第３号 

専決処分の承認を求めることについて（平成22

年度長井市老人保健医療費給付事業特別会計補

正予算第１号）の１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 報告第３号 専決処分の承認を

求めることについてご説明申し上げます。 

 本案は、平成22年度長井市老人保健医療費給

付事業特別会計補正予算第１号について専決処

分をさせていただいたものでございます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に192万5,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ314万円といた

すものでございます。 

 補正の内容でございますが、平成21年度決算

見込みにおきまして、歳入歳出差し引きで歳入

不足が見込まれるため、平成22年度予算から繰

り上げて充用するための補正を行ったものでご

ざいます。 

 なお、不足分につきましては、平成22年度に

おいて社会保険診療報酬支払基金及び国より全

額交付される予定でございます。 

 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結し、

討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 報告第３号は、承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

報告第３号は、承認することに決定いたしまし

た。 

 

 

 日程第５ 議案第４５号 市道路線 

 の認定について外９件 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第５、議案第45号 

市道路線の認定についてから日程第14、議案第

54号 平成22年度長井市農業集落排水事業特別

会計補正予算第１号までの10件を一括議題とい

たします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第45号 市道路線の認定に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、寄附用地３件及び一般国道287号の

一部を市道に移管し、道路４路線を認定するた

めご提案申し上げるものでございます。 

 議案第46号 市町の境界変更についてご説明

申し上げます。 

 本案は、時庭地内における県営豊里地区経営

体育成基盤整備事業に伴い、隣接する西置賜郡

飯豊町との従来の区域が変更され境界が不明確

となりましたので、整備後の区画に合わせて市

町の境界を変更するため、地方自治法第７条第

６項の規定によりご提案申し上げるものでござ
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います。 

 議案第47号及び議案第48号についてご説明申

し上げます。これら２案は、いずれも字の区域

及び名称の変更についてでございます。 

 土地改良法に基づく時庭の一部における県営

豊里地区経営体育成基盤整備事業の結果、従来

字界と定めていた道路、水路等がすべて排除さ

れ、新たな区画に基づいた道路、水路等が設置

されたことに伴い、従来の字界をそのまま存置

しておくことにより、種々の不都合が生じるこ

とから、議案第47号では、圃場整備事業実施区

域内において字の区域及び名称の変更を行い、

また議案第48号では、圃場整備事業実施区域に

隣接する区域において、当該事業区域内の字の

名称と整合性を持たせ、字の飛び地等の不都合

が生じないようにするため、ご提案申し上げる

ものでございます。 

 次に、議案第49号 学校事故に係る損害賠償

の額の決定についてご説明申し上げます。 

 本案は、長井市が管理する中学校の部活動中

に発生した事故に係る損害賠償の額を決定する

ため、地方自治法第96条第１項第13号の規定に

よりご提案申し上げるものでございます。 

 議案第50号 長井市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。 

 本案は、仕事と家庭の両立支援策を充実する

ため人事院規則等が改正されたことに伴い、所

要の改正を行うため提案するものでございます。 

 議案第51号 長井市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてご

説明申し上げます。 

 本案は、仕事と家庭の両立支援策を充実する

ため、地方公務員の育児休業等に関する法律が

改正されたことに伴い、所要の改正を行うため

提案するものでございます。 

 議案第52号 長井市医療給付事業に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。 

 本案は、山形県医療給付事業補助金交付規程

の改正に伴い、所要の改正を行うため、ご提案

申し上げるものでございます。 

 内容につきましては、母子家庭等に対する医

療費助成を父子家庭等にも拡大するものでござ

います。 

 次に、議案第53号 平成22年度長井市一般会

計補正予算第３号についてご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に１億374万4,000円を追加いたしま

して、予算の総額を歳入歳出それぞれ109億

2,256万9,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、主なものといたしまして、

経営体育成交付金事業費5,410万6,000円、農林

水産業創意工夫プロジェクト支援事業費1,290

万4,000円、予防接種事業費658万3,000円など

を追加いたすものでございます。 

 また、これらの補正の財源といたしまして、

経営体育成交付金5,410万6,000円、農林水産業

創意工夫プロジェクト支援事業費補助金1,290

万4,000円、前年度繰越金1,175万7,000円など

を計上いたすものでございます。 

 議案第54号 平成22年度長井市農業集落排水

事業特別会計補正予算第１号についてご説明申

し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に950万円を追加いたしまして、予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,321万4,000

円といたすものでございます。 

 補正の内容でございますが、国道113号今泉

交差点改良工事に伴い、農業集落排水管路施設

の布設がえ工事を要するため、工事請負費の増

額補正を行うもので、財源につきましては市債

をもって充てるものでございます。 

 第２条につきましては、条文のとおりでござ

います。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申
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し上げます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 まず、日程第５、議案第45号から日程第12、

議案第52号までの質疑を行います。 

 なお、これからの一般議案８件につきまして

は、関係する常任委員会に付託の上、ご審査い

ただく予定でありますので、その点お含みの上

ご質疑をお願いいたします。 

 それでは、日程第５、議案第45号 市道路線

の認定についての１件についてご質疑ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第６、議案第46号 市町の境界変

更についての１件についてご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第７、議案第47号 字の区域及び

名称の変更についての１件についてご質疑ござ

いませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第８、議案第48号 字の区域及び

名称の変更についての１件についてご質疑ござ

いませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第９、議案第49号 学校事故に係

る損害賠償の額の決定についての１件について

ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第10、議案第50号 長井市職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についての１件についてご質疑ご

ざいませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第11、議案第51号 長井市職員の

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についての１件についてご質疑ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第12、議案第52号 長井市医療給

付事業に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての１件についてご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第13、議案第53号及び日程第14、

議案第54号の質疑を行います。 

 なお、これからの予算議案２件につきまして

は、予算特別委員会を設置し、ご審査いただく

予定でありますので、その点お含みの上ご質疑

をお願いいたします。 

 まず、日程第13、議案第53号 平成22年度長

井市一般会計補正予算第３号の１件についてご

質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 次に、日程第14、議案第54号 平成22年度長

井市農業集落排水事業特別会計補正予算第１号

の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 以上で全議案に対する質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。日程第５、議案第45号 

市道路線の認定についてから日程第12、議案第

52号 長井市医療給付事業に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてまでの一般議案

８件は、別紙付託表のとおり、関係する常任委

員会に付託の上、ご審査願いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 お諮りいたします。日程第13、議案第53号 

平成22年度長井市一般会計補正予算第３号及び

日程第14、議案第54号 平成22年度長井市農業

集落排水事業特別会計補正予算第１号の予算議

案２件を審査するため、議長を除く全員をもっ

て構成する予算特別委員会を設置いたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

議長を除く全員をもって構成する予算特別委員

会を設置することに決定いたしました。 

 予算議案２件は、ただいま設置することに決

定いたしました予算特別委員会に付託すること

にいたします。 

 

 

 日程第１５ 請願第３号 義務教育 

 費国庫負担制度拡充、３０人以下学 

 級実現、教員賃金改善、に係る意見 

 書提出方請願 

 日程第１６ 請願第４号 米価下落 

 歯止めと米備蓄体制にかかる請願 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第15、請願第３号 

義務教育費国庫負担制度拡充、30人以下学級実

現、教員賃金改善、に係る意見書提出方請願及

び日程第16、請願第４号 米価下落歯止めと米

備蓄体制にかかる請願の２件を一括議題といた

します。 

 お諮りいたします。本請願２件は、別紙付託

表のとおり、関係する常任委員会に付託の上、

ご審査願いたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

   散     会 

 

 

○町田義昭議長 本日はこれをもって散会いたし

ます。 

 ご協力ありがとうございました。 

 

 

    午前１０時４５分 散会 

 


